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日程第９ 
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日程第１１ 

日程第１２ 

平成２７年１２月２５日（金）午後３時３０分～午後４時５５分 

琴浦町生涯学習センター 第１会議室 

石前富久美委員長、高塚良平委員、山本浩子委員 

小林克美教育長 

田中宣彦委員 

岩船教育総務課長、戸田社会教育課長、 長尾人権･同和教育課長 

大谷学校給食センター所長、山本指導主事、高力教育総務課課長補佐 

 

議事録署名委員の指名について 高塚委員、山本委員 

教育長報告 

報告事項 

（１）１２月琴浦町議会審議状況について 

（２）琴浦町いじめ問題調査委員会答申について 

（３）各課報告 

議案第６３号 琴浦町カウベルホール管理運営規則の一部改正について 

議案第６４号 琴浦町保護文化財の指定について 

議案第６５号 琴浦町保護文化財の名称変更について 

議案第６６号 区域外就学の承認について 

議案第６７号 平成２７年度琴浦町進学奨励金の受給者決定について 

協議事項 

（１）琴浦町立小中学校教職員等の学校施設等における通勤用自動車の駐車使

用料に関する要綱の制定について 

その他 

（１）平成２７年度「琴浦町いきいき遊び、脳活・スキルアップ学習推進フォー

ラム」開催要項について 

（２）中部納貯連だより 

次回委員会議開催日  １月２５日（月）午後３時３０分～ 

閉 会 午後４時５５分 



 

平成２７年 第１５回定例会の会議概要記録 

会議内容の記録 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５回教育委員会定例会を開会します。 

 

日程第１ 議事録署名委員指名 

議事録署名委員を高塚委員と山本委員にお願いします。 

 

日程第２ 教育長報告 

日程第２ 教育長報告をお願いします。 

・教職員のメンタルヘルスについて 

・１２月議会の一般質問について 

・税についての作文入賞者について 

・ノロウイルスについて 

・年末の交通安全運動期間中の様子について 

・教員の人事について 

・行事報告等 

①１１月２９日（日） 東伯部落解放文化祭 

②１１月３０日（月） 臨時議会 月例報告会 

③１２月 １日（火） 校長会 

④１２月 ４日（金） 人権週間（～１０日） 教育委員会 

⑤１２月 ５日（土） 東伯郡 PTA 連合会人権教育研修大会 

⑥１２月 ５日（土） 図書館クリスマス（分館） 

⑦１２月 ７日（月）～ 定例議会 

⑧１２月１２日（土） 図書館クリスマス（本館） 

・今後の日程 

①１２月２８日（月） 仕事納め 

② １月 １日（金） 元旦マラソン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

教育総務課長 

 

委員長 

 

 

教育総務課長 

委員長 

 

教育総務課長 

 

指導主事 

 

委員 

 

③ １月 ３日（日） 成人式（１０時：カウベルホール） 

④ １月 ４日（月） 仕事始め 

⑤ １月 ５日（火） 東伯中 始業式 

⑥ １月 ６日（水） 赤碕中 始業式 

⑦ １月 ７日（木） 小学校 始業式 

⑧ １月 ８日（金） 人事ヒアリング（町） 

⑨ １月１２日（火） 人事ヒアリング（県） 

⑩ １月１３日（水） 校長会・後期計画訪問について 

⑪ １月２４日（日） 子ども未来フォーラム（赤碕中生徒パネリスト参加） 

           小中学生の作品展示 

何かお聞きになりたいことはありますか。それでは日程第３の各課の報告事

項に移ります。 

 

日程第３ 報告事項 

日程第３、報告事項（１）１２月琴浦町議会審議状況について報告をお願いし

ます。 

・１２月琴浦町議会審議状況について資料等により一般質問と答弁内容の概要

について報告 

 報告事項の（１）に関して、ほかに質疑はよろしいでしょうか。(質疑なし) 

 それでは（２）琴浦町いじめ問題調査委員会答申について報告と説明をお願い

します。 

・（２）琴浦町いじめ問題調査委員会答申について資料により説明 

 報告事項の（２）に関して、質疑はありますか。(質疑なし) 

それでは報告事項の（３）各課の報告を教育総務課からお願いします。 

 平成２７年度第２回学校公開の参観者のアンケートとその集計結果について

資料としてまとめていますので指導主事から報告をさせていただきます。 

・学校公開のアンケートによる児童生徒の様子、学区全体、先生方の様子等の感

想と集計結果及び計画訪問のまとめについて資料により報告 

 学校公開についてですが、「挨拶返事など明るくいきいきと過ごしている」と

いう設問に対して、極端に低い数値が出ている学校がありますが、回答者の人数



 

指導主事 

 

委員 
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委員長 
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委員長 

社会教育課長 

の関係でしょうか。 

 参加者の数については把握していますが、回収率については把握できていま

せん。 

 回答者の捉え方による部分もあるのかもしれませんね。 

 授業に集中しているという設問については他校と同じ数値が出ていますの

で、集中していて静かだということもあるかもしれません。成績も良い結果が出

ています。 

 質疑はよろしいですか。では 次に社会教育課の報告をお願いします。 

・社会教育課関係について資料により以下のとおり説明と報告 

 １ 社会体育関係 

 ○１月１日 元旦マラソン・ウオーキング（赤碕会場･東伯会場） 

２ 学芸文化関係 

 ○カウベルホール 

 １２月１３日・１月９日 ワークショップの開催（管弦楽･ピアノ） 

 １２月２７日 小沼ようすけ（ジャズバンド） 

３ 図書館関係 

 ○年末年始の休館（１２月２８日～１月４日） 

 １２月２８日・１月４日 休館 １２月２９日～１月３日 年末年始休館 

４ 生涯学習関係 

 各地区公民館の活動概要について資料により報告 

５ その他 

○川中香緒里応援団関係 

 ・PR ビデオ（TCC 作成依頼：２月中旬完成予定） 

 ・ポスター・チラシの作成（エイチ・エス作成依頼：１月末完成予定） 

 ・町報に「アーチェリーの魅力・ルールなど」を連載 

 ・寄付活動（サポーター会費）は２月以降に予定 

○町民の声について 

○まなびタウンの火災報知機の発動について 

 火災報知機発動の原因は何か分かりましたか。 

 色々と原因究明しましたが、今のところ不明です。 
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 火災報知機の検査はしていただきましたが、機械の誤作動ではないということ

でした。 

 火災になったら大変です。原因が不明ということですので、注意喚起と見まわ

り点検をお願いします。 

 何かご質問はありますか。(質疑無し) 

 次に人権･同和教育課の報告をお願いします。 

・平成２８年度のあらゆる差別をなくする総合計画改訂に伴う「人権と生活に関

する調査」の目的と調査方法、内容等について資料により報告 

 何年か前にも調査を行っていますね。 

 実態把握調査を行っています。 

 その時と今回の内容や形態は異なりますか。 

 実態把握調査は随分前で、町の合併時の総合計画策定時以来となります。当時

は県がまだ実態把握調査を行っていた頃ですので、県のデータに基づいて行っ

ていました。その中で琴浦町のデータを抽出していました。 

 その時のものと今回の調査では比較は出来ないということですか。 

 当時とは状況も随分変わってきていますので設問の内容も変えてきていま

す。 

 他にご意見ご質問はありませんか。（質疑無し） 

それでは次に給食センターの報告をお願いします。 

・学校給食センターの給食配送業務委託の内容と募集要項、選定方法等について

報告 

・学校給食週間期間中の児童の作品展示、試食会等の行事計画について報告 

 質疑はありますか。(質疑なし) 

  

日程第４ 議案第６３号 

 それでは議案の審議に入ります。議案第６３号の説明をお願いします。 

琴浦町カウベルホール管理運営規則の一部を改正することについて、本委員

会の議決を求めるものであります。 

備品の別表をつけていますが、これは９月に条例を規則委任させていただい

たものの備品の追加になります。（資料により説明） 
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委員長 

社会教育課長 

 

委員長 

新しく購入した備品が別表に追加されたということですね。 

そうです。今回購入した新しいものを別表に追加してつけさせていただいて

います。 

他にご質問はありますか。それでは、本件については議決してよろしいか。 

（全員賛意） 

議案第６３号は議決されました。 

 

日程第５ 議案第６４号 

 それでは議案第６４号の説明をお願いします。 

議案第６４号、琴浦町保護文化財を指定することについて本委員会の同意を

求めるものであります。 

・逢束古墳出土の銅鏡を町保護文化財に指定することについて資料により説明 

 銅鏡はまなびタウンにあるのですか。 

 はい。管理委託を受けてまなびタウンで保管しています。 

他にご質問はありますか。それでは、本件については同意してよろしいか。 

（全員賛意） 

議案第６４号は承認されました。 

 

日程第６ 議案第６５号 

それでは次に議案第６５号の説明をお願いします。 

議案第６５号、琴浦町保護文化財の名称変更についてであります。町指定の

「倉坂神社」の名称変更でありますが、現在は大字に合わせて土辺の「坂」を使

っていますが、神社本庁に登録しているものは大阪の「阪」を使っています。看

板などでは両方が使われていますが、今回もともとの神社本庁に登録されてい

るものにしたがって名称変更することについて委員会の承認を求めるものであ

ります。 

地元の倉坂地区の方は承認されていますか。 

はい。どちらかというと地元から本来のものに統一してもらいたいという意

向が有りました。 

 他に質疑はありますか。(質疑無し) 
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議案第６５号を承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第６５号は承認されました。 

 

日程第７ 議案第６６号 

それでは次に議案第６６号の説明をお願いします。 

区域外就学の承認について、本委員会の承認を求めるものであります。詳細に

ついては担当者が説明をします。 

・資料により２件の協議案件について説明 

 転入はたんなる引越しですか。期間が年度末までになっていますので来年度

はどうなりますか。 

 申立理由が「子どもの心身の事情」ということですので配慮が必要な児童と考

えられますが、詳しい状況については連絡が入っていませんのでおそらく継続

して申立てられることも想定されます。 

 児童の心身の状況もありますので、中学校進学も見据えての配慮も必要かと

思います。 

 いずれにしても子ども本位で考えるべきで、親の都合とかではなく、子どもに

とってどういう状況がベストかを判断すべきですし、場合によっては進言とい

うことも必要かと思います。 

 他に質疑はありますか。(質疑無し) 

議案第６６号を承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第６６号は承認されました。 

 

日程第８ 議案第６７号 

それでは次に議案第６７号の説明をお願いします。 

 平成２７年度琴浦町進学奨励金の受給者の決定について本委員会の意見を求

めるものであります。１名の方から申請が有りました。この方は、１１月に中学

校の３年生の保護者を対象に来年度の進学奨励金の説明会を行ったところ、該

当するかもしれないということで、今回申請されました。それまでは制度につい

ては知っていたが、自分が該当するかどうか分からなかったので今まで申請さ

れなかったということのようです。以上です。 
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 説明会の開催時期は例年この頃ですか。 

 例年この頃に中学３年生の保護者を対象に高校進学に向けての説明会をさせ

ていただいています。 

 他に質疑はありますか。(質疑無し) 

議案第６７号を承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第６７号は承認されました。 

 

日程第９ 協議事項 

 それでは協議事項に入ります。 

 協議事項（１）琴浦町立小中学校教職員等の学校施設等における通勤用自動車

の駐車使用料に関する要綱の制定について説明をお願いします。 

 経過については先回の委員会で報告をさせていただきました。今回はその要

綱について考え方をお話し、委員の皆さんに理解を得たいと考えます。 

・資料（要綱）により説明 

 臨時職員の方や非常勤の方は使用料徴収の対象ではないということですか。 

 町も臨時職員の方等からは徴収していませんので同じような取扱を考えてい

ます。 

 使用を希望されない方はどうなりますか。 

 他の駐車場を利用されるとか、公共交通機関を利用される方は対象外となり

ます。あくまで行政財産の使用に基づく応分の使用料となりますので、行政財産

を使用されない場合は徴収の対象外です。 

 ほかに質疑はよろしいでしょうか。（質疑なし） 

 

日程第１０ その他 

 それではその他について説明をお願いします。 

 今年度も平成２７年度「琴浦町いきいき遊び、脳活・スキルアップ学習推進フ

ォーラム」を開催したいということで開催要項を資料としてつけさせていただ

いています。時間の都合をつけてご参加いただきますようお願いいたします。 

 中部納貯連だよりについては冒頭の教育長報告で教育長が紹介させていただ

きましたので再度の説明は省略させていただきます。 
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日程第１１ 次回委員会議開催日 

次回委員会の開催日時について、定例の教育委員会を１月２５日（月）午後３

時３０分から開催します。 

 

日程第１２ 閉会 

本日の委員会は以上で閉会とします。 

午後４時５５分閉会 

 

 

 

  


